
東

京

に

お

け

る

自

然

の

保

護

と

回

復

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

三

年

東

京

都

規

則

第

三

十

九

号

）

新

旧

対

照

表

（

抄

） 

目

次

 
（

現

行

の

と

お

り

） 

第

一

条

か

ら

第

五

条

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

（

緑

化

基

準

） 

第

六

条

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

一

 

地

上

部

（

敷

地

の

う

ち

、

建

築

物

の

存

す

る

部

分

を

除

い

た

部

分

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

緑

化

に

あ

っ

て

は

、

別

表

第

二

の

上

欄

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

面

積

以

上

の

敷

地

に

つ

い

て

樹

木

の

植

栽

等

に

よ

る

緑

化

を

行

う

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

接

道

部

（

道

路

（

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

道

路

、

農

道

、

林

道

そ

の

他

の

道

を

い

う

。

）

に

沿

っ

た

敷

地

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

緑

化

に

あ

っ

て

は

、

別

表

第

三

の

上

欄

に

掲

げ

る

施

設

等

の

区

分

に

応

じ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

数

値

を

接

道

部

の

長

さ

に

乗

じ

て

得

た

長

さ

以

上

の

接

道

部

に

つ

い

て

緑

化

を

行

う

こ

と

。

た

だ

し

、

通

行

の

便

そ

の

他

の

事

情

に

よ

り

接

道

部

の

緑

化

に

支

障

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

は

こ

の

限

り

で

な

い

。 

 

二

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

２

か

ら

４

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

第

七

条

か

ら

第

二

十

一

条

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

（

野

生

動

植

物

の

捕

獲

等

の

制

限

の

対

象

と

な

ら

な

い

行

為

） 

第

二

十

二

条

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

一

か

ら

三

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

行

為

 

 
 

イ

 

森

林

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

二

百

四

十

九

号

）

第

二

十

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

若

し

く

は

第

二

十

五

条

の

二

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

保

安

林

の

区

域

又

は

同

法

第

四

十

一

条

の

規 

改

 

正

 

案

 

目

次

 

（

略

） 

第

一

条

か

ら

第

五

条

ま

で

 

（

略

） 

（

緑

化

基

準

） 

第

六

条

 

（

略

） 

 

一

 

地

上

部

（

敷

地

の

う

ち

、

建

築

物

の

存

す

る

部

分

を

除

い

た

部

分

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

緑

化

に

あ

っ

て

は

、

別

表

第

二

の

上

欄

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

面

積

以

上

の

敷

地

に

つ

い

て

樹

木

の

植

栽

等

に

よ

る

緑

化

を

行

う

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

接

道

部

（

道

路

（

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

道

路

、

農

道

、

林

道

そ

の

他

の

道

を

い

う

。

）

に

沿

っ

た

敷

地

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

緑

化

に

あ

っ

て

は

、

別

表

第

三

の

上

欄

に

掲

げ

る

施

設

等

の

区

分

に

応

じ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

数

値

を

接

道

部

の

長

さ

に

乗

じ

て

得

た

長

さ

以

上

の

接

道

部

に

つ

い

て

緑

化

を

行

う

こ

と

。

た

だ

し

、

通

行

の

便

そ

の

他

の

事

情

に

よ

り

接

道

部

の

緑

化

に

支

障

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

は

こ

の

限

り

で

な

い

。 

 

二

 

（

略

） 

２

か

ら

４

ま

で

 

（

略

） 

第

七

条

か

ら

第

二

十

一

条

ま

で

 

（

略

） 

（

野

生

動

植

物

の

捕

獲

等

の

制

限

の

対

象

と

な

ら

な

い

行

為

） 

第

二

十

二

条

 

（

略

） 

 
一

か

ら

三

ま

で

 

（

略

） 

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

行

為

 

 
 

イ

 
森

林

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

二

百

四

十

九

号

）

第

二

十

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

若

し

く

は

第

二

十

五

条

の

二

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

保

安

林

の

区

域

又

は

同

法

第

四

十

一

条

の

規 

現

 
 

行

 



 

 
 

 

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

保

安

施

設

地

区

内

に

お

け

る

同

法

第

三

十

四

条

第

二

項

各

号

に

該

当

す

る

場

合

の

同

項

（

同

法

第

四

十

四

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

行

為

並

び

に

森

林

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

農

林

省

令

第

五

十

四

号

）

第

六

十

三

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

事

業

若

し

く

は

工

事

を

実

施

す

る

行

為 

 
 

 

ロ

か

ら

ヲ

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

五

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

第

二

十

三

条

か

ら

第

四

十

二

条

ま

で
 

（

現

行

の

と

お

り

） 

（

捕

獲

等

の

禁

止

の

適

用

除

外

） 

第

四

十

三

条

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

一

及

び

二

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

三

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 
 

イ

か

ら

ニ

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

）

 

 
 

ホ

 

放

送

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

三

十

二

号

）

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

放

送

の

業

務

又

は

電

気

通

信

事

業

法

第

二

条

第

四

号

に

規

定

す

る

電

気

通

信

事

業

の

用

に

供

す

る

施

設

の

管

理

の

た

め

に

必

要

な

行

為 

       
 

ヘ

か

ら

チ

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

四

及

び

五

 
 

（

現

行

の

と

お

り

） 

  

 
 

 

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

保

安

施

設

地

区

内

に

お

け

る

同

法

第

三

十

四

条

第

二

項

各

号

に

該

当

す

る

場

合

の

同

項

（

同

法

第

四

十

四

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

行

為

並

び

に

森

林

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

農

林

省

令

第

五

十

四

号

）

第

二

十

二

条

の

十

一

第

一

号

に

規

定

す

る

事

業

若

し

く

は

工

事

を

実

施

す

る

行

為 

 
 

 

ロ

か

ら

ヲ

ま

で

 

（

略

） 

 

五

 

（

略

） 

第

二

十

三

条

か

ら

第

四

十

二

条

ま

で

 

（

略

） 

（

捕

獲

等

の

禁

止

の

適

用

除

外

） 

第

四

十

三

条

 

（

略

） 

 

一

及

び

二

 

（

略

） 

 

三

 

（

略

） 

 
 

イ

か

ら

ニ

ま

で

 

（

略

）

 

 
 

ホ

 

放

送

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

三

十

二

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

放

送

の

業

務

、

有

線

ラ

ジ

オ

放

送

業

務

の

運

用

の

規

正

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

三

十

五

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

有

線

ラ

ジ

オ

放

送

の

業

務

、

有

線

放

送

電

話

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

百

五

十

二

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

有

線

放

送

電

話

業

務

、

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

法

（

昭

和

四

十

七

年

法

律

第

百

十

四

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

の

業

務

又

は

電

気

通

信

事

業

法

第

二

条

第

四

号

に

規

定

す

る

電

気

通

信

事

業

の

用

に

供

す

る

施

設

の

管

理

の

た

め

に

必

要

な

行

為

 

 
 

ヘ

か

ら

チ

ま

で

 

（

略

） 

 

四

及

び

五

 
 

（

略

） 

  



  

第

四

十

四

条

か

ら

第

四

十

七

条

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

（

保

護

区

内

に

お

け

る

許

可

を

要

し

な

い

行

為

） 

第

四

十

八

条

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

一

か

ら

九

ま

で
 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

十

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 
 

イ

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 
 

ロ

 

保

安

林

の

区

域

等

に

お

け

る

森

林

法

第

三

十

四

条

第

二

項

各

号

に

該

当

す

る

場

合

の

同

項

（

同

法

第

四

十

四

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

行

為

（

条

例

第

四

十

三

条

第

四

項

第

九

号

及

び

第

十

二

号

か

ら

第

十

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

森

林

法

施

行

規

則

第

六

十

三

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

事

業

若

し

く

は

工

事

を

実

施

す

る

行

為

（

条

例

第

四

十

三

条

第

四

項

第

十

三

号

及

び

第

十

四

号

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

） 

  
 

ハ

か

ら

ル

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

十

一

及

び

十

二

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

第

四

十

九

条

か

ら

第

六

十

九

条

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

五

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

二

十

五

号

様

式

ま

で

 

（

現

行

の

と

お

り

） 

 

 

第

四

十

四

条

か

ら

第

四

十

七

条

ま

で

 

（

略

） 

（

保

護

区

内

に

お

け

る

許

可

を

要

し

な

い

行

為

） 

第

四

十

八

条

 

（

略

） 

 

一

か

ら

九

ま

で

 

（

略

） 

 

十

 

（

略

） 

 
 

イ

 

（

略

） 

 
 

ロ

 

保

安

林

の

区

域

等

に

お

け

る

森

林

法

第

三

十

四

条

第

二

項

各

号

に

該

当

す

る

場

合

の

同

項

（

同

法

第

四

十

四

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

行

為

（

条

例

第

四

十

三

条

第

四

項

第

九

号

及

び

第

十

二

号

か

ら

第

十

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

森

林

法

施

行

規

則

第

二

十

二

条

の

十

一

第

一

号

に

規

定

す

る

事

業

若

し

く

は

工

事

を

実

施

す

る

行

為

（

条

例

第

四

十

三

条

第

四

項

第

十

三

号

及

び

第

十

四

号

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

） 

  
 

ハ

か

ら

ル

ま

で
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略

） 

 

十

一

及

び

十

二

 

（

略

） 

第

四

十

九

条

か

ら

第

六

十

九

条

ま

で

 

（

略

） 

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

五

ま

で

 

（

略

） 

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

二

十

五

号

様

式

ま

で

 

（

略

） 

  


